
（第17829号）東 京 都 公 報令和5年5月31日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
�

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開
の
聴
聞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
令
和
五
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
総
務
部
職
員
課
）…
�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
��

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
��

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
��

告

示
（
選
）

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�	

規

程
（
水
）

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�


公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
�


○
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
監
査
委
員
）…
�


○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
��

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
��

正

誤

○
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

規

則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二

一
の
項
中

「
大

泉

中

央

公

園

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
月

四
百
三
十
二
円
」
を
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「
大

泉

中

央

公

園

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
月

四
百
三
十
二
円

に

練

馬

城

址

公

園

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
月

七
百
六
十
円
」

改
め
、
同
表
二
の
部
㈥
の
項
中

「
武
蔵
国
分
寺
公
園
駐
車
場

一

一
箇
所
一
月

三
十
万
四
千
五
百
円
」
を

「
武
蔵
国
分
寺
公
園
駐
車
場

一

一
箇
所
一
月

三
十
万
四
千
五
百
円

に

六
仙
公
園

駐

車

場

一

一
箇
所
一
月

三
十
三
万
一
千
百
円
」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、

同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
五
年
六
月
十
二
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

サ
カ
エ
建
設
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

佐
野

光

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

豊
島
区
長
崎
一
丁
目
二
番
一
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑿
第
三
四
七
〇
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
七
月
七
日

一

日
時

令
和
五
年
六
月
十
五
日

午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ａ

ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

赫

憲
雄

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
二
十
番
九
号

宏
和
ビ
ル
六
階

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
九
六
五
三
一
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
二
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

三
三
、
三
〇
〇
円

八
八
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七
〇
戸

三
八
、
九
〇
〇
円

一
〇
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
五
、
四
〇
〇
円

一
二
〇
、
三
〇
〇
円

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
一
戸

三
三
、
三
〇
〇
円

八
八
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
九
〇
〇
円

一
〇
二
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
六
、
〇
〇
〇
円

一
二
一
、
八
〇
〇
円

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
二
戸

三
三
、
三
〇
〇
円

八
八
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
四
戸

三
八
、
九
〇
〇
円

一
〇
三
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
戸

四
六
、
三
〇
〇
円

一
二
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
五
、
四
〇
〇
円

一
二
〇
、
八
〇
〇
円

田
端
新
町
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

北
区
田
端
新
町
一
丁
目
十
七
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

三
一
、
九
〇
〇
円

七
五
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
二
〇
〇
円

八
八
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
四
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
〇
四
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
二
、
八
〇
〇
円

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

田
端
新
町
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

同
右

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
一
戸

三
一
、
九
〇
〇
円

七
六
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
三
戸

三
七
、
二
〇
〇
円

八
九
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
五
、
七
〇
〇
円

新
宿
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

葛
飾
区
新
宿
四
丁
目
二
十
五
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
九
戸

二
八
、
六
〇
〇
円

七
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

三
三
、
四
〇
〇
円

八
五
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

三
九
、
六
〇
〇
円

一
〇
〇
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
七
、
五
〇
〇
円

一
二
〇
、
八
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
六
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
八

番

二
六
七
区
画

弦
巻
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

世
田
谷
区
弦
巻
三
丁
目

十
番

三
区
画

清
瀬
竹
丘
一
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

清
瀬
市
竹
丘
一
丁
目
十

五
番
ほ
か

一
六
七
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

田
端
新
町
一
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

北
区
田
端
新
町
一
丁
目

十
七
番

一
二
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
九
号
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に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁
目

地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
五
年
三
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
三
号

二

変
更
の
区
間

新
宿
区
住
吉
町
百
十
一
番
十
地
先
か
ら
同
区
片

町
五
番
十
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
三
号

二

供
用
開
始
の
区
間

新
宿
区
住
吉
町
百
十
一
番
十
地
先
か
ら
同

区
片
町
五
番
十
四
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
三
号

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

新
宿
区
住
吉
町
百
十
一
番
十
地
先
か
ら
同
区
片
町
五
番
十
四
地

先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
六
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
八
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
旧
岩
崎
邸
庭
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
五
年
六
月
一

日

東
京
都
立
大
戸
緑
地

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
野
山
北
・
六
道

山
公
園

別
図
⑶
の
と
お
り

同
日
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
年
東
京
都
水

道
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
東
京
都
公
報
に
掲
載
し
て
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｃ
Ｗ
Ｓ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

二

代
表
者
の
氏
名

シ
ョ
ウ

ラ
ジ
ブ

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
早
稲
田
二
丁
目
三
番
十
八
号

日
本
キ
リ
ス
ト
教
会

館
二
十
五
号
室

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
年
四
月
二
十
日
ま
で

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２４２条

第
５
項
の
規

定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果
（
令
和
５
年
４
月

２０日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
）
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
５
年
５
月
３１日

東
京
都
監
査
委
員

伊
藤

ゆ
う

東
京
都
監
査
委
員

伊
藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂
垣

之
雄

東
京
都
監
査
委
員

岩
田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松
本

正
一
郎
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